
《《《《    公共下水道区域内公共下水道区域内公共下水道区域内公共下水道区域内のののの特定事業場特定事業場特定事業場特定事業場のみなさまへのみなさまへのみなさまへのみなさまへ    》》》》    

    

下水道法下水道法下水道法下水道法のののの一部一部一部一部がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、    

「「「「事故時事故時事故時事故時のののの措置措置措置措置」」」」がががが創設創設創設創設されされされされていますていますていますています。。。。    

 

（特定事業場において、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が 

発生した場合における応急の措置、及び公共下水道管理者への届出の義務付け） 

 

◎◎◎◎有害物質等流入事故有害物質等流入事故有害物質等流入事故有害物質等流入事故とはとはとはとは    

・自然災害等、発生原因を問わず、特定事業場内において、除害施設等の機能の停止や

低下、貯蔵タンクや配管等の破損、又は操作ミス等により、有害物質又は油を含む下

水が公共下水道に流入するような事態です。 

 

◎◎◎◎これまでのこれまでのこれまでのこれまでの対対対対応応応応（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１０１０１０１０月月月月以前以前以前以前））））    

・ 特定事業場からの事故の届出は、事業者の自主性に委ねられていました。 

・ 事故への対応や連絡が遅れたため、下水道施設に被害が生じたこともありました。 

 

◎◎◎◎下水道法改正後下水道法改正後下水道法改正後下水道法改正後のののの対応対応対応対応（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１１１１１１１１月以降月以降月以降月以降））））    

・ 下水道法第１２条の９の改正により、特定事業場における事故時の措置が義務付けされ

ました。 

⇒ 特定事業場で事故が発生した場合には、事故時の応急の措置、及び公共下水道管理者

への届出が必要です。 

⇒ 適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ず

るよう命ずることがあります。 

⇒ 上記の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されることがあります。 



 

 

    事故時の措置の対象となる物質及び油 

水質汚濁防止法施行令第２条各号に掲げる２５種類の物質及びダイオキシン類 

カドミウム及びその化合物 1,1,1-トリクロロエタン 

シアン化合物 1,1,2-トリクロロエタン    

有機燐化合物 1,3-ジクロロプロペン    

鉛及びその化合物 チウラム    

六価クロム化合物 シマジン    

砒素及びその化合物 チオベンカルブ    

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ベンゼン    

ポリ塩化ビフェニル セレン及びその化合物    

トリクロロエチレン    ほう素及びその化合物    

テトラクロロエチレン ふっ素及びその化合物    

ジクロロメタン 1,2-ジクロロエタン 

四塩化炭素 1,1-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン ダイオキシン類    

水質汚濁防止法施行令第３条の３各号に掲げる７種類の油 

原油 灯油 

重油 揮発油 

潤滑油 動植物油 

軽油  

 

 

事故時事故時事故時事故時のののの措置措置措置措置ののののイメージイメージイメージイメージ    ((((下水道法第下水道法第下水道法第下水道法第１２１２１２１２条条条条のののの９９９９))))    



特定特定特定特定事業者事業者事業者事業者のみなさまへのみなさまへのみなさまへのみなさまへのおのおのおのお願願願願いいいい    

    

事前事前事前事前のののの準備準備準備準備    

    

①①①①    事故事故事故事故がががが起起起起きたときにきたときにきたときにきたときに、、、、事故事故事故事故にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを集約集約集約集約してしてしてして公共下水道管理者公共下水道管理者公共下水道管理者公共下水道管理者にににに連連連連

絡絡絡絡・・・・届出届出届出届出ををををするするするする管理担当者管理担当者管理担当者管理担当者をををを定定定定めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。    

②②②②    事故時事故時事故時事故時のののの応急措置応急措置応急措置応急措置、、、、及及及及びびびび事業場事業場事業場事業場内内内内でのでのでのでの緊急連絡体制緊急連絡体制緊急連絡体制緊急連絡体制ををををあらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ、、、、定定定定めてめてめてめて    

おいおいおいおいてくださいてくださいてくださいてください。。。。    

③③③③    事故事故事故事故がががが起起起起こったときこったときこったときこったときにににに、、、、応急応急応急応急にににに対処対処対処対処できるできるできるできる品品品品（（（（ウエスウエスウエスウエス、、、、古古古古いいいい毛布毛布毛布毛布、、、、土土土土のうのうのうのう、、、、

中和剤中和剤中和剤中和剤などなどなどなど））））をををを用意用意用意用意しておいてしておいてしておいてしておいて下下下下さいさいさいさい。。。。    

④④④④    薬品薬品薬品薬品タンクタンクタンクタンクからからからから薬品薬品薬品薬品がががが漏洩漏洩漏洩漏洩したときにしたときにしたときにしたときに、、、、下水道下水道下水道下水道やややや河川河川河川河川にににに流出流出流出流出しないようにしないようにしないようにしないように

防液堤防液堤防液堤防液堤やややや地下地下地下地下ピットピットピットピットをををを設置設置設置設置するなどするなどするなどするなど、、、、事前対策事前対策事前対策事前対策をををを実実実実施施施施しておいてしておいてしておいてしておいて下下下下さいさいさいさい。。。。    

⑤⑤⑤⑤    事業場内事業場内事業場内事業場内においてにおいてにおいてにおいて、、、、配管配管配管配管・・・・ポンプポンプポンプポンプ・・・・バルブバルブバルブバルブ・・・・フランジフランジフランジフランジ等等等等がががが老朽化老朽化老朽化老朽化してしてしてして、、、、破破破破

損損損損のののの恐恐恐恐れがあるようなれがあるようなれがあるようなれがあるような箇所箇所箇所箇所がないかをがないかをがないかをがないかを点検点検点検点検しししし、、、、必要必要必要必要なななな修繕修繕修繕修繕をしておいてをしておいてをしておいてをしておいて下下下下

さいさいさいさい。。。。    

    

やむなくやむなくやむなくやむなく事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした時時時時    

    

①①①①    事業場内事業場内事業場内事業場内でででで有害物質有害物質有害物質有害物質、、、、油等油等油等油等がががが流出流出流出流出したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、事業所内事業所内事業所内事業所内にににに備備備備えているえているえているえているウウウウ

エスエスエスエス、、、、古古古古いいいい毛布毛布毛布毛布、、、、土土土土のうのうのうのう等等等等でただちにでただちにでただちにでただちにそれそれそれそれ以上以上以上以上のののの流出流出流出流出をををを防止防止防止防止するするするする措置措置措置措置をしてをしてをしてをして

くださいくださいくださいください。。。。    

②②②②    管理担当者管理担当者管理担当者管理担当者はははは、、、、流出流出流出流出したしたしたした物質物質物質物質のののの種類種類種類種類とととと量量量量、、、、流出流出流出流出したしたしたした時刻時刻時刻時刻などなどなどなど情報情報情報情報をできるをできるをできるをできる

だけだけだけだけ収集収集収集収集してしてしてして、、、、すみやかにすみやかにすみやかにすみやかに次次次次ののののページページページページにににに掲載掲載掲載掲載しているしているしているしている行政機関行政機関行政機関行政機関にににに連絡連絡連絡連絡をしてをしてをしてをして

くださいくださいくださいください。。。。    

        



    

事事事事    故故故故    時時時時    のののの    連連連連    絡絡絡絡    先先先先    

    

八尾八尾八尾八尾市市市市    土木土木土木土木部部部部    下水道普及課下水道普及課下水道普及課下水道普及課            TELTELTELTEL    ０７２０７２０７２０７２－－－－９２４９２４９２４９２４－－－－３８６１３８６１３８６１３８６１（（（（直通直通直通直通））））    

         （所在地：八尾市本町１－１－１） 

    

☆☆☆☆    夜間夜間夜間夜間またはまたはまたはまたは休日休日休日休日のののの場合場合場合場合    ☆☆☆☆    

八尾市役所八尾市役所八尾市役所八尾市役所    本館本館本館本館    管理管理管理管理センターセンターセンターセンター        TELTELTELTEL    ０７２０７２０７２０７２－－－－９９１９９１９９１９９１－－－－３８８１３８８１３８８１３８８１（（（（代表代表代表代表））））    

    

    

    

    

改正改正改正改正されたされたされたされた下水道法下水道法下水道法下水道法のののの抜粋抜粋抜粋抜粋    

（事故時の措置）  

第十二条第十二条第十二条第十二条のののの九九九九  特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が当

該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除

き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、

その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。  

２２２２     公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の

措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずるこ

とができる。  


